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申告書は、前年度の申告状況等に基づいて送付しております。
特別区民税・都民税は次の(１)・(２)の方が課税の対象となります。この手引きを参照して該当する項目に記入し、
令和７年1月から１２月までの収入、控除などの申告をしてください。
(1)　令和８年１月１日現在、中央区に住所がある方
(2)　令和８年１月１日現在、中央区に事務所・事業所・家屋敷を有しているが、中央区に住所のない方

　提出される方は、２ページ以降を確認のうえ、申告書の該当する欄に記入してください。

以下に該当する場合は申告不要です。
・税務署に確定申告書を提出される方
  ※提出要件については、２ページの「所得税の確定申告について」をご確認ください。

・勤務先から中央区に「給与支払報告書」が提出されている方

・公的年金等に係る雑所得のみの方 　　
　※ただし、「令和７年分公的年金等の源泉徴収票」の内容の他に追加する控除（医療費控除など）があれば申告を
　　してください。

以下のような場合は申告が必要となります。

・課税（非課税）証明書が必要な方

・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料などの算定が必要となる方

・各種手続きを予定されている方

　具体例　→　国民健康保険料減免・就学援助・児童手当・シルバーパス・自立支援医療・その他手当の受給など

《申告書の書き方》

　申告書第一表

窓 口 混 雑 緩 和 の た め 郵 送 に よ る 提 出 に ご 協 力 を お 願 い し ま す 。

収入があった方

収入がなかった方
　特別区民税・都民税では申告の義務はありません。
　提出される方は、申告書第一表に記入してください。

(2)申告書右側「２ 所得金額」の合計⑫に「０（ゼロ）」と記入してください。

住民税に

ついて

申告につい

てのＱ＆Ａ

＜問い合わせ先＞

中央区役所 総務部 税務課 課税係

電話 ０３（３５４６）５２７０～５２７５（直通）

〒１０４－８４０４ 東京都中央区築地１丁目１番１号
※申告期間中は電話が大変つながりにくくなっております。右の二次元コードを

スマートフォン等で読み取ることでよくある質問の回答をご覧いただけます。
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給与・公的年金等に係る所得以外（　　年４月１日において65歳

未満の方は給与所得以外）の特別区民税・都民税の納税方法

5

地方税法附則第４条の５の規定の適用を選択する場合には、「医療
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※記入には黒ボールペンを使用し、消せる
ボールペンは使用しないでください。

※郵送による申告の場合は、本人確認書類
のコピーを同封してください。

※非課税証明書に控除の内容の記載を
希望される場合は、該当する欄に記入
してください。
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別居の扶養親族等がいる場合には、第二表「13」に氏名、
個人番号及び住所を記入してください。

当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に〇を記入してください。

地方税法附則第４条の５の規定の適用を選択する場合には、
「医療費控除」欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

5　給与・公的年金等に係る所得以外（令和８年 4月 1日において
　  65 歳未満の方は給与所得以外）の特別区民税・都民税の納税方法

「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する
個人番号をいう。）を記載してください。

□　給与から差引き（特別徴収）
□　自分で納付（普通徴収）
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⑰～⑱

⑲～⑳

㉑～㉒
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平

平・令
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平

平・令

大・昭
平

万円

令和８年度分　特別区民税都民税申告書

(1)申告書上段に現住所・１月１日現在の住所・氏名・個人番号（マイナンバー）

・生年月日・世帯主の氏名と続柄・職業・電話番号を記入してください。

令和８年度分 特別区民税
都   民   税 申告の手引

申告書は、前年度の申告状況等に基づいて送付しております。
特別区民税・都民税は次の(１)・(２)の方が課税の対象となります。この手引きを参照して該当する項目に記入し、
令和７年1月から１２月までの収入、控除などの申告をしてください。
(1)　令和８年１月１日現在、中央区に住所がある方
(2)　令和８年１月１日現在、中央区に事務所・事業所・家屋敷を有しているが、中央区に住所のない方

　提出される方は、２ページ以降を確認のうえ、申告書の該当する欄に記入してください。

以下に該当する場合は申告不要です。
・税務署に確定申告書を提出される方
  ※提出要件については、２ページの「所得税の確定申告について」をご確認ください。

・勤務先から中央区に「給与支払報告書」が提出されている方

・公的年金等に係る雑所得のみの方 　　
　※ただし、「令和７年分公的年金等の源泉徴収票」の内容の他に追加する控除（医療費控除など）があれば申告を
　　してください。

以下のような場合は申告が必要となります。

・課税（非課税）証明書が必要な方

・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料などの算定が必要となる方

・各種手続きを予定されている方

　具体例　→　国民健康保険料減免・就学援助・児童手当・シルバーパス・自立支援医療・その他手当の受給など

《申告書の書き方》

　申告書第一表

窓 口 混 雑 緩 和 の た め 郵 送 に よ る 提 出 に ご 協 力 を お 願 い し ま す 。

収入があった方

収入がなかった方
　特別区民税・都民税では申告の義務はありません。
　提出される方は、申告書第一表に記入してください。

(2)申告書右側「２ 所得金額」の合計⑫に「０（ゼロ）」と記入してください。

住民税に

ついて

申告につい

てのＱ＆Ａ

＜問い合わせ先＞

中央区役所 総務部 税務課 課税係

電話 ０３（３５４６）５２７０～５２７５（直通）

〒１０４－８４０４ 東京都中央区築地１丁目１番１号
※申告期間中は電話が大変つながりにくくなっております。右の二次元コードを

スマートフォン等で読み取ることでよくある質問の回答をご覧いただけます。

農　業 ②

不動産

２

　

所

得

金

額

事

業

営業等 ①

③

その他 ⑨

利子 ④

配当 ⑤

給与 ⑥

雑

公的年金等 ⑦

業務 ⑧

合計

（⑦＋⑧＋⑨）
⑩

総合譲渡・一時 ⑪

合計 ⑫

第六号の二様式（第五条関係）

（第一面）

提出年月日

世帯主の

氏名

フリ
ガナ

フリ
ガナ

明・大・昭
平・令　　

フリ
ガナ 生年 明・大・昭

氏 月日 平・令　　

名

フリ
ガナ 生年 明・大・昭

氏 月日 平・令　　

名

フリ
ガナ 生年 明・大・昭

氏 月日 平・令　　

名

フリ
ガナ 生年 明・大・昭

氏 月日 平・令　　

名

フリ
ガナ
氏 月日 平・令　　

名

フリ
ガナ
氏 月日 平・令　　

名

フリ
ガナ
氏 月日 平・令　　

名

特別区民税都民税申告書

個人番号

1

2

個人番号

（学校名）

⑰□寡婦控除

　□ 死別 □ 生死不明

□ 離婚 □ 未帰還

⑱

□ひとり親

　控　　除

現 住 所

⑲

氏 名

フリガナ

生年

月日

介護医療保険料の計

年 月 日

２

　

所

得

金

額

扶養控除

額の合計

□同居

□別居

続

柄

□同居

□別居

続

柄

□同居

□別居

続

柄

□同居

□別居

続

柄

続

柄

旧長期損害保険料の計

同 居 ・

同 居 ・

・

□同居

□別居

旧生命保険料の計

旧個人年金保険料の計

□　勤労学生控除

・

1

個人番号

・ ・

・

・ ・

2

3

別 居 の
区 分

別 居 の
区 分

区 分

円 円

１

６

歳

未

満

の

扶

養

親

族

控

除

対

象

外

個人番号

個人番号

雑

合計

（⑦＋⑧＋⑨）

合計

□同居

□別居

１月１日現在

の住所

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項

⑬

社会保険料

控　　　除

社会保険の種類 支払った保険料

個人番号

個人

番号

・

・ ・

地震保険料の計

個人番号

新生命保険料の計

新個人年金保険料の計

損 害 金 額 保険金などで補てんされる金額 差引損失額のうち火災関連支出の金額

㉖

雑損控除

㉗

医療費控除

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補てんされる金額

損 害 の 原 因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・ ・

円 円

円

電話番号

業種又は職業

エ

オ配当

給与

業務

その他

公的年金等

雑

ウ

ア事

業

不動産

利子

円営業等

農　業

個人番号

続柄

１

　

収

入

金

額

等

㉖

㉗

カ

キ

ク

ケ

コ短期

サ

シ

①

②

総合譲渡・一時

農　業

不動産

利子

公的年金等

業務

その他

給与

配当

地震保険料控除

寡婦、ひとり親控除

事

業

3

4

個人番号

□同居

□別居

続

柄
・ ・

・ ・

個人番号

生年

生年

生年月日 ・ ・

配偶者の

合計所得金額

同 居 ・

同 居 ・
別 居 の

氏

名

配偶者（特別）控除

扶養控除

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

社会保険料控除

小規模企業

共済等掛金控除

生命保険料控除

㉓

円 円

第

一

表

区 分
別 居 の

別 居 の
区 分

別 居 の
区 分

障害

の

程度

障害

の

程度

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

イ

整理番号

年度　

別居の扶養親族等がいる場合には、第二表「13」に氏名、

 個人番号及び住所を記入してください。

㉓

㉔

扶

養

控

除

・

特

定

親

族

特

別

控

除

⑰～⑲

寡婦控除、

ひとり親控除

勤労学生控除

⑯

地震保険料

控　　　　除

⑮

生命保険料

控　　　除

中央区長

氏

名

氏

名

1

2

⑳

障 害 者

控 除

㉑～㉒

配 偶 者控除・

配 偶 者 特 別

控 除 ・同一生

計   配   偶  者

別 居 の

合　　　　　　　　　計

生年

円

級

度

続

柄

配

偶

者

フリ

ガナ

⑬から㉔までの計

基礎控除 ㉕

同 居 ・

同 居 ・

同 居 ・

「個人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を 識

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいう。)を記載してください。

給与・公的年金等に係る所得以外（　　年４月１日において65歳

未満の方は給与所得以外）の特別区民税・都民税の納税方法

5

地方税法附則第４条の５の規定の適用を選択する場合には、「医療

費控除」欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

合計

（㉖＋㉗＋㉘）

医療費控除 区分 □

雑損控除

㉘

　□　給与から差引き　（特別徴収）

　□　自分で納付　（普通徴収）

㉙

４

　

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額

⑰～⑱

⑲～⑳

㉑～㉒

勤労学生、障害者控除

円 円

円円

円

級

度

円

特定親族特別控除 ㉔

区 分

営業等

総

合

譲

渡

長期

一時

０

※記入には黒ボールペンを使用し、消せる
ボールペンは使用しないでください。

※郵送による申告の場合は、本人確認書類
のコピーを同封してください。

※非課税証明書に控除の内容の記載を
希望される場合は、該当する欄に記入
してください。

中央区長

提出年月日

現　住　所

氏　　名

⑬
社会保険料
控　　　除

社会保険の種類

合　　　　　計

支払った保険料

計の料険保命生旧計の料険保命生新

営　業　等

農　　　業

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

不　動　産

利　　　子

配　　　当

給　　　与

営　業　等

農　　　業

不　動　産

利　　　子

配　　　当

給　　　与

総合譲渡・一時

合　　　　　計

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寡婦、ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

配偶者（特別）控除

扶　養　控　除

特定親族特別控除

基　礎　控　除

雑　損　控　除

公的年金等

業　　　務

そ　の　他

短　　　期

長　　　期

公的年金等

業　　　務

そ　の　他
合計

（⑦＋⑧＋⑨）

小規模企業
共済等掛金控除

⑬から㉕までの
計

合　　　　　計
（㉖＋㉗＋㉘）

医療費控除 区分 □

一　　　時

新個人年金保険料の計

介護医療保険料の計

地震保険料の計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

損 害 の 原 因

損 害 金 額

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補てんされる金額

損害年月日

保険金などで補てんされる金額

損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額

円

円

円

円

円

円

円

円

円円円

円 円

万円

円

円

⑮
生命保険料
控　　　除

⑯

除控生学労勤　□⑲⑱⑰ □寡婦控除
□ 死別　□ 生死不明
□ 離婚　□ 未帰還

同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く。）□

□ひとり親
　控　　除

（学校名）

身・精・愛・他

身・精・愛・他

⑳

㉑～㉒

㉓

㉔

除
控
別
特
族
親
定
特
・
除
控
養
扶

　１

　入

　収

　金

　額

等

　事

業

　事

雑

業

雑

渡
譲
合
総

　２

　得

　所

　金

額

　４

額
金
る
れ
か
引
し
差
ら
か
得
所

族
親
養
扶
の
満
未
歳
６
１

）
外
象
対
除
控
（

⑰～⑲

地震保険料
控　　　除

障　害　者
控　　　除

㉗
雑損控除

㉘
医療費控除

寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除

氏名

者
偶
配

続柄

特親

続柄

特親

続柄

特親

続柄

特親

１

１

障害
の
程度

級
度

個人番号

生年月日 ・　　・

・　・

配偶者の
合計所得金額

配偶者控除・
配偶者特別　
控除・同一生
計 配 偶 者

３　所得から差し引かれる金額に関する事項

生年
月日 続柄

表
一
第整理番号

業種又は職業

電話番号

個人番号
フリガナ

フリガナ

１月１日現在
の住所

世帯主の
氏名

年 月 日

氏名２

障害
の
程度

級
度

個人番号

個人番号

生年
月日

同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリガナ

フリ
ガナ 大・昭・平

大・昭
平

氏名

フリ
ガナ

名
氏

個人
番号

万円

２
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリ
ガナ

名
氏

万円

３
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリ
ガナ

名
氏

万円

４
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリ
ガナ

名
氏

柄
続

１
・　・

・　　　・

生年
月日

同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

フリ
ガナ

名
氏

柄
続

２
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

フリ
ガナ

名
氏

柄
続

３
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

扶養控除
額の合計

別居の扶養親族等がいる場合には、第二表「13」に氏名、
個人番号及び住所を記入してください。

当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に〇を記入してください。

地方税法附則第４条の５の規定の適用を選択する場合には、
「医療費控除」欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

5　給与・公的年金等に係る所得以外（令和８年 4月 1日において
　  65 歳未満の方は給与所得以外）の特別区民税・都民税の納税方法

「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する
個人番号をいう。）を記載してください。

□　給与から差引き（特別徴収）
□　自分で納付（普通徴収）

番
受 付 転 記

身

□同居
□別居

フリ
ガナ

名
氏

⑰～⑱

⑲～⑳

㉑～㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

平・令

大・昭
平

平・令

大・昭
平

平・令

大・昭
平

万円

令和８年度分　特別区民税都民税申告書

(1)申告書上段に現住所・１月１日現在の住所・氏名・個人番号（マイナンバー）

・生年月日・世帯主の氏名と続柄・職業・電話番号を記入してください。

令和８年度分 特別区民税
都   民   税 申告の手引



2

（①～⑨については、該当する所得・所得控除があった場合に必要です。）

① 帳簿書類等や収入金額・必要経費の内訳書
② 給与所得の源泉徴収票⇒源泉徴収票がない場合は、給与明細書など
③ 公的年金の源泉徴収票

　 ※セルフメディケーション税制の場合、国税庁ホームページからダウンロードした明細書を添付

⑤ 国民年金保険料の領収書・証明書
⑥ 新旧生命保険料・新旧個人年金保険料・介護医療保険料・地震保険料・
    旧長期損害保険料の控除証明書

⑦ 学生証や障害者控除に関する証明書等（郵送による申告の場合、コピーを添付してください。） 
⑧ 寄附金の領収書

⑩ 本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書、パスポートなど）
　※郵送による申告の場合、コピーを添付してください。

　窓口混雑緩和のため郵送による提出にご協力をお願いします。

　・所得税の確定申告が必要な方　
　　(1)　事業所得や不動産所得などのある方で、所得の合計額が所得税の各種所得控除の合計額を超える方
　　(2)　給与所得者で、次に該当する方
　　 　①　前年中に2,000万円を超える給与収入がある方
　　 　②　給与を２箇所以上の勤務先から受けている方
　　 　③  年末調整された給与所得以外に、20万円を超える所得がある方

　・所得税の確定申告を行うと所得税が還付される場合がある方　
　　(1)　給与所得者で、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除などを受ける方
　　(2)　前年中に退職し、その後再就職していない方など

　　≪詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください≫

　　京橋税務署 　〒104-8557　中央区新富2丁目6番1号　　　　　電話03-4434-0011（代表）
　　日本橋税務署 〒103-8551　中央区日本橋堀留町2丁目6番9号　電話03-3663-8451（代表）

申告に必要なもの 

④ 医療費控除を受ける方は、前年中に支払った医療費の明細書・在宅介護費用証明書・
　 おむつ使用証明書など

  してください。

⑨ 国外に居住する親族の確認書類
　 (扶養控除等の適用を受ける場合に必要です。詳細は9ページをご確認ください。)

郵送による申告方法

「所得税の確定申告について」

　

　　

住民税の申告は不要です。

所得税の確定申告書の内容をもとに住民税を計算します。

住民税の申告が必要です。

住民税の申告が必要です。

各種所得控除（医療費控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦・ひとり親
控除、公的年金から差し引かれていない介護保険料など）を申告する
と、住民税額が下がる可能性があります。

原則として申告の義務はありません。
しかし、以下に該当する方は申告を行ってください。

・課税（非課税）証明書が必要な方
・国民健康保険料、介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料

などの算定が必要となる方
・各種手続きを予定されている方

　具体例 ➡ 国民健康保険料減免・就学援助・児童手当・シル

バーパス・自立支援医療・その他手当の受給など

はい

はい

はい

はい

申告が必要な方
以下のフローチャートを参考に、申告が必要かをご確認ください。

添
付
書
類
は
申
告
書
に
貼
付
せ
ず
別
紙

「
各
種
証
明
書
等
添
付
書
類
台
紙
」
に

貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

給与所得・公的年金等に係る所得以外の
所得（事業・不動産・配当・一時所得・
雑所得など）がある。

昨年中の収入はなかった。
または、遺族年金や障害年金等のみの収入
であった。

税務署に確定申告書を提出する。

※提出要件については、２ページの「所得税の
確定申告について」をご確認ください。

給与所得の源泉徴収票または公的年金等の
源泉徴収票の内容の他に追加する控除（医
療費控除など）がある。

住民税の申告は不要です。

この手引を参照して記入した申告書と、上記「申告に必要なもの」の➀～⑨のうち該当する書類と、⑩を返信
用封筒で送付してください。申告書受付書の返送を希望される方は、送付用封筒（１１０円切手を貼り返送先
の住所を記載したもの）を同封してください。
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中央区長

提出年月日

現　住　所

氏　　名

⑬
社会保険料
控　　　除

社会保険の種類

合　　　　　計

支払った保険料

計の料険保命生旧計の料険保命生新

営　業　等

農　　　業

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

不　動　産

利　　　子

配　　　当

給　　　与

営　業　等

農　　　業

不　動　産

利　　　子

配　　　当

給　　　与

総合譲渡・一時

合　　　　　計

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寡婦、ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

配偶者（特別）控除

扶　養　控　除

特定親族特別控除

基　礎　控　除

雑　損　控　除

公的年金等

業　　　務

そ　の　他

短　　　期

長　　　期

公的年金等

業　　　務

そ　の　他
合計

（⑦＋⑧＋⑨）

小規模企業
共済等掛金控除

⑬から㉕までの
計

合　　　　　計
（㉖＋㉗＋㉘）

医療費控除 区分 □

一　　　時

新個人年金保険料の計

介護医療保険料の計

地震保険料の計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

損 害 の 原 因

損 害 金 額

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補てんされる金額

損害年月日

保険金などで補てんされる金額

損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額

円

円

円

円

円

円

円

円

円円円

円 円

万円

円

円

⑮
生命保険料
控　　　除

⑯

除控生学労勤　□⑲⑱⑰ □寡婦控除
□ 死別　□ 生死不明
□ 離婚　□ 未帰還

同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く。）□

□ひとり親
　控　　除

（学校名）

身・精・愛・他

身・精・愛・他

⑳

㉑～㉒

㉓

㉔

除
控
別
特
族
親
定
特
・
除
控
養
扶

　１

　入

　収

　金

　額

等

　事

業

　事

雑

業

雑

渡
譲
合
総

　２

　得

　所

　金

額

　４

額
金
る
れ
か
引
し
差
ら
か
得
所

族
親
養
扶
の
満
未
歳
６
１

）
外
象
対
除
控
（

⑰～⑲

地震保険料
控　　　除

障　害　者
控　　　除

㉗
雑損控除

㉘
医療費控除

寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除

氏名

者
偶
配

続柄

特親

続柄

特親

続柄

特親

続柄

特親

１

１

障害
の
程度

級
度

個人番号

生年月日 ・　　・

・　・

配偶者の
合計所得金額

配偶者控除・
配偶者特別　
控除・同一生
計 配 偶 者

３　所得から差し引かれる金額に関する事項

生年
月日 続柄

表
一
第整理番号

業種又は職業

電話番号

個人番号
フリガナ

フリガナ

１月１日現在
の住所

世帯主の
氏名

年 月 日

氏名２

障害
の
程度

級
度

個人番号

個人番号

生年
月日

同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリガナ

フリ
ガナ 大・昭・平

大・昭
平

氏名

フリ
ガナ

名
氏

個人
番号

万円

２
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリ
ガナ

名
氏

万円

３
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリ
ガナ

名
氏

万円

４
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリ
ガナ

名
氏

柄
続

１
・　・

・　　　・

生年
月日

同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

フリ
ガナ

名
氏

柄
続

２
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

フリ
ガナ

名
氏

柄
続

３
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

扶養控除
額の合計

別居の扶養親族等がいる場合には、第二表「13」に氏名、
個人番号及び住所を記入してください。

当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に〇を記入してください。

地方税法附則第４条の５の規定の適用を選択する場合には、
「医療費控除」欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

5　給与・公的年金等に係る所得以外（令和８年 4月 1日において
　  65 歳未満の方は給与所得以外）の特別区民税・都民税の納税方法

「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する
個人番号をいう。）を記載してください。

□　給与から差引き（特別徴収）
□　自分で納付（普通徴収）

番
受 付 転 記

身

□同居
□別居

フリ
ガナ

名
氏

⑰～⑱

⑲～⑳

㉑～㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

平・令

大・昭
平

平・令

大・昭
平

平・令

大・昭
平

万円

令和８年度分　特別区民税都民税申告書

国民健康保険
国民年金
介護保険

東京都中央区築地１丁目1番1号 会社員
東京都中央区築地１丁目1番1号

中央　太郎 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1　2　3　4　5　6　7　8　9　0　1　2

S50.1.1 中央　太郎

150,000
208,530
120,960
479,490

60,000

60,000

50,000

60,000

15,000

○ ○

○

○

○

○

本人

チュウオウ　   タロウ

中央　太郎 3

2

チュウオウ　 タロウ

1　1　1　1　2　2　2　2　3　3　3　3
中央　花子
チュウオウ　 ハナコ

1　1　1　1　2　2　2　2　2　2　2　2

20 5 3中央　花子
母

子
38

79

282,195 70,000

41

500,000

110,000
4,980,000

100,000

110,000
3,544,000

3,754,000
479,490

70,000

560,000

380,000
410,000
430,000

112,195
2,441,685

チュウオウ　 ハナコ

○

3　3　3　3　2　2　2　2　1　1　1　1

17 3 30中央　一郎
チュウオウ　 イチロウ

03-3543-0211

子○

0　0　0　0　1　1　1　1　2　2　2　2

23 6 7中央　二郎
チュウオウ　 ジロウ

✓

✓

✓

申  告  書  の  書  き  方
※添付書類は申告書に貼付せず、別紙「各種証明書等添付書類台紙」に貼付してください。

窓 口 混 雑 緩 和 の た め 郵 送 に よ る 提 出 に ご 協 力 を お 願 い し ま す 。

詳
し
く
は
、
４
～
５
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
さ
れ
る
方
は
全
員
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
６
～
９
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

給与所得の源泉徴収票を添付していただく場合、申告の内容と源泉徴収票の内容が全く同じであれば、申告書に
記入しなくても結構です。ただし、氏名・電話番号等は必ずご記入ください。
源泉徴収票の内容の他に追加する控除がある場合には、（例：源泉徴収票に記載されていない扶養者がいる、生
命保険料控除が記載されていない、など）申告書の該当する欄に記入し、証明書や領収書の添付が必要な場合は
添付してください。
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所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。
給与・公的年金等については下表の「所得の計算式」で求めた金額を申告書第一表に記入してください。

  ◎ 所得の計算式

１ 収入金額等　および　２ 所得金額

6,600,000円 ～ 8,499,999円

8,500,000円 ～

　収入金額 × 0.9 - 1,100,000円

　収入金額 - 1,950,000円

Ａ×2,800 - 　80,000円

Ａ×3,200 - 440,000円

給与等の収入金額の合計額を
4,000で割り、１円未満の端数を

切り捨てて算出した金額＝Ａ

円999,995,3  ～ 円000,009,1

円999,995,6  ～ 円000,006,3

　給与所得の金額

　0円

　収入金額 - 650,000円

給与等の収入金額の合計額

　　　　　　 0円 ～　 650,999円

　651,000円 ～ 1,899,999円

※一定の要件に当てはまる方は、所得金額調整控除が適用になります。詳しくは、１０ページを参照して
　ください。

製造業・加工業・小売業等の営業による所得や、医師・弁護士・作家・俳優・外交員等の報酬など
の所得
●帳簿書類を添付してください。

地代・家賃・貸間代・土地や家屋の権利金などの所得
●収入金額・必要経費が確認できる書類を添付してください。

利子所得は支払者により５％の割合で住民税が徴収されていますので、原則改めて申告する必要は
ありません。

※ただし、日本国外の金融機関等の預金どの利子は、期間に関係なく収入金額として課税の対象となり
ます。

法人から受ける利益の配当、剰余金の分配（出資に関わるものに限る）、基金利息並びに投資信託
（公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く）及び特定目的信託の収益の分配による所得

●収入金額・必要経費が確認できる書類を添付してください。
　※上場株式等の配当所得については、所得税の確定申告でのみ申告できます。

正社員・派遣・パート・アルバイト・日雇い等による給料・ボーナス・賃金などの所得
●源泉徴収票を添付してください。

源泉徴収票が給与支払者から交付されない際は、第二表の「６ 給与所得の内訳」に収入金額を記
入してください。

⑥
　給 与 所 得

⑤
　配 当 所 得

④
　利 子 所 得

①
　営業等所得

③
　不動産所得
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総合課税の
譲渡所得

一時所得

　生命保険等の満期返戻金・解約金や懸賞・福引の当選金・競馬の払戻金などの、一時的に発
生した所得

　●生命保険等の一時金の支払調書等を添付してください。

　　計算式…所得金額＝｛（収入金額－必要経費）－特別控除額｝×１/２

上記以外に、山林所得・分離課税の譲渡所得（土地・建物・株式等の譲渡所得）・分離課税を選択した上場株式等の
配当所得・先物取引に係る雑所得などがあった人は、確定申告が必要な場合があります。

⑪

　シルバー人材センターの配分金、作家以外の人の原稿料や印税、講演料、ネットオークショ
ンなどを利用した個人取引、食料品の配達などの副収入による所得

　●収入金額・必要経費が確認できる書類を添付してください。

⑨
　その他の
　雑 所 得

　生命保険会社の個人年金などの、「公的年金等の雑所得」と「業務にかかる雑所得」以外の
所得

　●収入金額・必要経費が確認できる書類を添付してください。

　機械・ゴルフ会員権・特許権・書画・骨董などの資産の譲渡（土地・建物・株式等の、分離
課税されるものを除く）による所得
※資産の所有期間により、短期譲渡（５年以下）・長期譲渡（５年超）があります。

　●収入金額・必要経費が確認できる書類を添付してください。

　　計算式…所得金額＝（収入金額－必要経費）－特別控除額
　
　※長期譲渡の場合は、上記所得金額×１/２の金額が課税される譲渡所得になります（短期譲渡は

そのままの金額です）。

雑
所
得

⑦
　公的年金等
　の雑所得

　国民年金・厚生年金・共済年金・年金基金などの所得
　●源泉徴収票を添付してください。
　※遺族年金・障害年金等は非課税所得ですので、記入の必要はありません。

  ◎所得の計算式

　※一定の要件に当てはまる方は、所得金額調整控除が適用になります。詳しくは、１０ページを参照し
てください。

⑧
　業務にかか
　る雑所得

収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,099,999円まで

受給者の年齢
公的年金等の

収入金額
1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円超

2,000万円以下

公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額

収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,699,999円まで

7,700,000円から
収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円

9,999,999円まで

10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

受給者の年齢
公的年金等の

収入金額
1,000万円以下

1,000万円超

65歳未満
（昭和36年1月2日
以後に生まれた人）

1,299,999円まで 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円

1,300,000円から

4,100,000円から
収入金額×0.85-685,000円

65歳以上
（昭和36年1月1日
以前に生まれた人）

3,299,999円まで 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円

3,300,000円から
収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円

10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

収入金額×0.75-75,000円
4,099,999円まで

公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額

7,700,000円から
収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円

9,999,999円まで

4,100,000円から
収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円

7,699,999円まで

2,000万円超
2,000万円以下
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控除を受ける場合は、申告書の該当欄に記入してください。

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項（各種所得控除）

(１)新たな生命保険料控除制度（以下、「新制度」）の適用対象
一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料が対象となり、平成２４年１月１日以後に契約の締結・更
新・特約の中途付加を行った場合には、当該契約に係る以後の保険料について新制度が適用されます。

(２)従来からの生命保険料控除制度（以下、「旧制度」）
一般の生命保険料・個人年金保険料が対象となり、平成２３年１２月３１日以前に契約の締結を行った場合に
は、当該契約に係る以後の保険料について旧制度が適用されます。

前年中に支払った生命保険料です。

●保険の種類ごとに支払額を記入してください。また、生命保険料控除証明書を添付してください。ただし、給与所
得者で年末調整の際に勤務先へ証明書を提出している場合は、添付する必要はありません。

前年中に支払った、小規模企業共済等掛金（旧第2種共済掛金を除く）、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金
（iDeCo)及び企業型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金の合計額です。
●支払金額の確認ができる書類を添付してください。ただし、給与所得者で年末調整の際に勤務先へ提出している場

合は、添付する必要はありません。

※一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と旧長期損害保険契約等のいずれ
の契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除
額を計算します。

前年中に支払った地震保険料です。
※経過措置として平成18年12月31日までに締結し、令和７年中に支払った旧長期損害保険料がある場合は従前の損害保険料

控除が適用されます。

●地震保険料控除証明書・旧長期損害保険料控除証明書を添付してください。ただし、給与所得者で年末調整の際に
勤務先へ証明書を提出している場合は、添付する必要はありません。

(1)地震保険・・地震等の損害により保険金が支払われる損害保険契約です。
(2)旧長期損害保険・・平成18年12月31日までに契約を締結し、満期返戻金等があり、保険期間が10年以上のもの

です。

※新制度は、一般の生命保険料、介護保険料、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控
除額の合計が、生命保険料控除額になります。（上限70,000円）

※旧制度は、一般の生命保険料、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計
が、生命保険料控除額になります。（上限70,000円）

※新契約と旧契約の両方について控除を受ける場合は、新契約と旧契約それぞれを上記と同様に計算し、下記のいず
れか多い方の金額が控除額となります。

(1)で算出した控除額　＋　(2)で算出した控除額（控除限度額28,000円）
(2)で算出した控除額（控除限度額35,000円）

※生命保険料控除全体の適用限度額は７万円です

前年中に支払った、あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族の国民健康保険料・国民年金保険料・介
護保険料・後期高齢者医療保険料等の合計額です。
●国民年金保険料を支払った場合は、領収書（口座振込の場合は証明書など）の原本を添付してください。ただし、

給与所得者で年末調整の際に勤務先へ提出している場合は、添付する必要はありません。
 ※配偶者等の公的年金から特別徴収された国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、対象となりません。

⑬
　社会保険料

　　控　　除

⑭
　小規模企業
　共済等掛金控除

⑮
　生命保険料
 　控　　除
　証明書が必要です

⑯
　地震保険料

　　控   　除
　証明書が必要です

◎ 新旧一般生命保険料・新旧個人年金保険料・介護医療保険料控除額の計算式

 ◎ 地震保険料・旧長期損害保険料控除額の計算式

保険料の区分

地震保険料等

支払った保険料の合計金額 保険料の控除額

その年中に支払った地震保険料の合計額の1/2(限度額25,000円)

旧長期損害
保険料

5,000円以下 支払った保険料の全額

5,000円超　　    15,000円以下 （支払った保険料の合計金額）×0.5＋2,500円

15,000円超 10,000円

※(1)と(2)
がある場合

(1)と(2)をそれぞれ計算した
合計額が25,000円以下

その合計額

(1)と(2)をそれぞれ計算した
合計額が25,000円超

25,000円

保険料の区分

新制度

　　①一般生命保険（新生命保険）

　　②個人年金保険（新個人年金）

　　③介護医療保険

旧制度

　　①一般生命保険（旧生命保険）

　　②個人年金保険（旧個人年金）

支払った保険料の合計金額 保険料の控除額

(１)

12,000円以下 支払った保険料の全額

12,000円超　　  　32,000円以下 （支払った保険料の合計金額）×0.5＋6,000円

32,000円超　　　  56,000円以下 （支払った保険料の合計金額）×0.25＋14,000円

56,000円超 28,000円

(２)

15,000円以下 支払った保険料の全額

15,000円超　　　　40,000円以下 （支払った保険料の合計金額）×0.5＋7,500円

40,000円超　　　　70,000円以下 （支払った保険料の合計金額）×0.25＋17,500円

70,000円超 35,000円
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※給与所得だけの場合は、給与収入が6,777,778円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。

あなたと生計を一にしている、前年中の合計所得金額が

58万円以下（給与所得のみの場合は給与収入123万円

別居の配偶者や扶養親族がいる場合は、第二表「１３  別居の扶養親族等に関する事項」にも氏名等を記入してください。

その親族が国外に居住している場合は、９ページをご確認ください。

以下の配偶者が対象です。

控除対象に該当するかどうかは、令和7年12月31日（前年中に親族が死亡した場合は、その時点）の現況で判定します。

以下）の配偶者が対象となります。

あなたの合計所得金額が1,000万円以下のとき、あなた
と生計を一にしている、前年中の合計所得金額が５8万円

⑰ 寡婦控除

⑲ 勤労学生控除

⑳ 障害者控除

⑱ ひとり親控除

同一生計配偶者

配偶者控除

【配偶者控除の額】

㉑～㉒ 配偶者控除・配偶者特別控除・同一生計配偶者

申告者本人または同一生計配偶者及び扶養親族（前年の合計所得金額が５８万円以下）が下記に該当する場合

配偶者が下記に該当する場合、氏名・生年月日・配偶

者の合計所得金額、個人番号（マイナンバー）を記入

してください。

⑱ ひとり親控除 の欄に ✓ を

記入してください。

⑰ 寡婦控除 の欄と、その下の【死別 離婚

生死不明 未帰還】のあてはまる欄に ✓ を

記入してください。

勤労学生
控除額

26万円

本人が学生・生徒で勤労による所得（給与等）があり、前年中の合計所得金額が85万円以下で、か
つそのうち不労所得（配当等）が10万円以下の方

●学生証の写しが必要です。
●各種学校の生徒である場合は、その課程がこの控除の対象となる旨の証明書を添付してください。
●職業訓練施設の訓練生である場合は、職業能力開発促進法第24条に規定する認定職業訓練を受

け、一定の課程を履修している旨の証明書を添付してください。

●手帳の写し、もしくは証明書の添付が必要です。

該当する方の氏名、障害の種類（身体・精神・愛の手帳）、

等級、個人番号（マイナンバー）を記入してください。

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

配偶者の合計所得金額が５８万円以下
配偶者の年齢が

７０歳未満
配偶者の年齢が

７０歳以上
あ

な

た

の

合

計

所

得

金

額

33万円 38万円

22万円 26万円

11万円 13万円

0円 0円

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を
もっている方

戦傷病者手帳をもっている方、65歳以上の方で精神また
は身体に障害があるとの認定を福祉事務所長から受けてい
る方など

障害者
控除額

２６万円

同居特別
障害者控除
５３万円

身体障害者手帳（1級・2級）、愛の手帳（1度・2度）、
精神障害者保健福祉手帳（1級）をもっている方

戦傷病者手帳特別項症～第3項症の方、原爆被爆者で厚生
労働省大臣の認定を受けている方、常に就床を要し複雑な
介護を受けている方、65歳以上の方で精神または身体に
障害があるとの認定を福祉事務所長から受けている方など

特別障害者
控除額
30万円

◆

◆ 夫と離別した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる。

事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない。

寡　婦
控除額

26万円

ひとり親にあてはまらない方で、次の(1)～(3)のいずれにもあ
てはまる方です。

合計所得金額が５００万円以下である。

以下のいずれかに該当する。

夫と死別した後婚姻をしていない、または夫の生死が明
らかでない。

生計

ひとり親
控除額

30万円 前年中の合計所得金額が500万円以下である。

事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない。

生計を一にする子（前年中の総所得金額等が58万円以
下）がいる。

令和７年１２月３１日現在、婚姻をしていない方または配偶者
の生死の明らかでない方で、次の(1)～(3)のいずれにもあては
まる方です。

同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、本人・
配偶者または生計を一にするその他親族のいずれかとの同居を
常況としている場合
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あなたと生計を一にしている、前年中の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定扶養親族（令和7年
12月31日時点で19～22歳の親族）が対象です。「特親」の欄に〇を付けてください。

 

 

あなたの合計所得金額が1,000万円以下のとき、あなたと生計を一にしている、前年中の合計所得金額が５8
万円超 133万円以下の配偶者が対象です。
なお、夫婦でお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

あなたと生計を一にしている、前年中の合計所得金額が58万円以下（給与所得のみの場合は給与収入
123万円以下）の親族が対象です。※親族とは、6親等内の血族および、3親等内の姻族をいいます。

㉓ 扶養控除

㉓～㉔ 扶養控除・特定親族特別控除

㉔ 特定親族特別控除

扶養親族が下記に該当する場合、氏名、生年月日、同居・別居の区

分、マイナンバー（個人番号）、続柄、控除額を記入してください。

扶養の種類 年齢 控除額

16歳未満 0～15歳（平成22年1月2日以後に生まれた人） ０円

16～18歳（平成19年1月2日生～平成22年1月1日生）

23～69歳（昭和31年1月2日生～平成15年1月1日生）

特定扶養 19～22歳（平成15年1月2日生～平成19年1月1日生） 45万円

老人扶養 70歳以上（昭和31年1月1日以前に生まれた人） 38万円

70歳以上（昭和31年1月1日以前に生まれた人）

（本人または配偶者の直系尊属で、いずれかと同居している人）

一般扶養 33万円

同居老親等 45万円

配偶者特別控除

※別居の扶養親族がいる場合は、第二表「１３ 別居の扶養親族等に関する事項」にも氏名等を記入してください。

その親族が国外に居住している場合は、９ページをご確認ください。

　５8万円超

　100万円以下

（1,２30,000円超

1,６50,000円以

下）

　100万円超

　105万円以下

（1,６50,000円超

1,７00,000円以

下）

　105万円超

　110万円以下

（1,700,000円超

1,750,000円以下）

　110万円超

　115万円以下

（1,750,000円超

1,800,000円以下）

　115万円超

　120万円以下

（1,800,000円超

1,850,000円以下）

　120万円超

　125万円以下

（1,850,000円超

1,903,999円以下）

　125万円超

　130万円以下

（1,904,000円以上

1,971,999円以下）

　　130万円超

    133万円以下

（1,972,000円以上

2,015,999円以下）

　133万円超

（2,016,000円以上）

900万円以下 33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円 0円

900万円超

950万円以下
22万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円 0円

950万円超

1,000万円以下
11万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円 0円

1,000万円超 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

配偶者の合計所得金額　（配偶者が給与所得のみの場合の給与収入等の金額）

あ

な

た

の

合

計

所

得

金

額

年齢 親族等の合計所得金額 （給与所得のみの場合の給与収入額） 控除額

58万円超　９5万円以下 （123万円超  160万円以下） 45万円

95万円超　100万円以下 （160万円超  165万円以下） 41万円

100万円超　105万円以下 （165万円超  170万円以下） 31万円

105万円超　110万円以下 （170万円超  175万円以下） 21万円

110万円超　115万円以下 （175万円超  180万円以下） 11万円

115万円超　120万円以下 （180万円超  185万円以下） 6万円

120万円超　123万円以下 （185万円超  188万円以下） 3万円

123万円超　 （188万円超） 0万円

19～22歳
（平成15年1月2日生～
平成19年1月1日生）

【配偶者特別控除の額】

あなたと生計を一にしている、前年中の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定扶養親族（令和7年
12月31日時点で19～22歳の親族）が対象です。「特親」の欄に〇を付けてください。

 

 

あなたの合計所得金額が1,000万円以下のとき、あなたと生計を一にしている、前年中の合計所得金額が５8
万円超 133万円以下の配偶者が対象です。
なお、夫婦でお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

あなたと生計を一にしている、前年中の合計所得金額が58万円以下（給与所得のみの場合は給与収入
123万円以下）の親族が対象です。※親族とは、6親等内の血族および、3親等内の姻族をいいます。

㉓ 扶養控除

㉓～㉔ 扶養控除・特定親族特別控除

㉔ 特定親族特別控除

扶養親族が下記に該当する場合、氏名、生年月日、同居・別居の区

分、マイナンバー（個人番号）、続柄、控除額を記入してください。

扶養の種類 年齢 控除額

16歳未満 0～15歳（平成22年1月2日以後に生まれた人） ０円

16～18歳（平成19年1月2日生～平成22年1月1日生）

23～69歳（昭和31年1月2日生～平成15年1月1日生）

特定扶養 19～22歳（平成15年1月2日生～平成19年1月1日生） 45万円

老人扶養 70歳以上（昭和31年1月1日以前に生まれた人） 38万円

70歳以上（昭和31年1月1日以前に生まれた人）

（本人または配偶者の直系尊属で、いずれかと同居している人）

一般扶養 33万円

同居老親等 45万円

配偶者特別控除

※別居の扶養親族がいる場合は、第二表「１３ 別居の扶養親族等に関する事項」にも氏名等を記入してください。

その親族が国外に居住している場合は、９ページをご確認ください。

　５8万円超

　100万円以下

（1,２30,000円超

1,６50,000円以

下）

　100万円超

　105万円以下

（1,６50,000円超

1,７00,000円以

下）

　105万円超

　110万円以下

（1,700,000円超

1,750,000円以下）

　110万円超

　115万円以下

（1,750,000円超

1,800,000円以下）

　115万円超

　120万円以下

（1,800,000円超

1,850,000円以下）

　120万円超

　125万円以下

（1,850,000円超

1,903,999円以下）

　125万円超

　130万円以下

（1,904,000円以上

1,971,999円以下）

　　130万円超

    133万円以下

（1,972,000円以上

2,015,999円以下）

　133万円超

（2,016,000円以上）

900万円以下 33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円 0円

900万円超

950万円以下
22万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円 0円

950万円超

1,000万円以下
11万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円 0円

1,000万円超 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

配偶者の合計所得金額　（配偶者が給与所得のみの場合の給与収入等の金額）

あ

な

た

の

合

計

所

得

金

額

年齢 親族等の合計所得金額 （給与所得のみの場合の給与収入額） 控除額

58万円超　９5万円以下 （123万円超  160万円以下） 45万円

95万円超　100万円以下 （160万円超  165万円以下） 41万円

100万円超　105万円以下 （165万円超  170万円以下） 31万円

105万円超　110万円以下 （170万円超  175万円以下） 21万円

110万円超　115万円以下 （175万円超  180万円以下） 11万円

115万円超　120万円以下 （180万円超  185万円以下） 6万円

120万円超　123万円以下 （185万円超  188万円以下） 3万円

123万円超　 （188万円超） 0万円

19～22歳
（平成15年1月2日生～
平成19年1月1日生）

【配偶者特別控除の額】
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国外に居住する配偶者について控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を添付してください。

なお、確認書類が外国語で記載されている場合は、日本語での翻訳文も合わせて添付してください。

下記の表をご覧いただき、必要に応じて確認書類を添付してください。ただし、年末調整の際に、これらの書類を勤務先に提示
または提出した場合は、改めて確認書類を添付する必要はありません。

国外に居住する扶養親族について 申告書第二表「 ３ 別居の扶養親族等に関する事項」の「国外居住」の欄のあてはまる

項目に✓を記入してください。

提示または提出が必要な書類

・親族関係書類　・送金関係書類

①留学生 ・親族関係書類　・留学ビザ等書類　・送金関係書類

②障害者 ・親族関係書類　・送金関係書類　

③前年にあなたから38万円以上の生活費また
は教育費の支払いを受けている親族

・親族関係書類　・1人あたり３８万円以上の送金書類

国外居住親族の年齢等の区分

０～29歳 または 70歳以上

30～69歳

（①～③以外の方は扶養控除対象外）

証明書が必要です

「 親 族 関 係 書 類 」
「留学ビザ等書類」
「 送 金 関 係 書 類 」

「1人あたり３８万円 
以上の送金書類」

「 親 族 関 係 書 類 」
「留学ビザ等書類」
「 送 金 関 係 書 類 」

「1人あたり３８万円 
以上の送金書類」

 戸籍の附票の写しおよびパスポートの写し
 ビザに関する書類の写しまたは在留カードの写し
 金融機関が発行した証明書類（あなたがその親族へ送金したことを証明する書類）や、
家族カード（クレジットカード）の利用明細書

「送金関係書類」のうち、支払金額の合計額が３８万円以上であることを証明する書類
 （親族ごとに３８万円分の送金書類が必要）

 戸籍の附票の写しおよびパスポートの写し
 ビザに関する書類の写しまたは在留カードの写し
 金融機関が発行した証明書類（あなたがその親族へ送金したことを証明する書類）や、
家族カード（クレジットカード）の利用明細書

「送金関係書類」のうち、支払金額の合計額が３８万円以上であることを証明する書類
 （親族ごとに３８万円分の送金書類が必要）

㉘

㉗

㉕

雑 損 控 除

 あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族（前年中の総所得金額等が58万円以下の人）が、災害・盗
難・横領により住宅や家財などに損害を受けた場合に控除の対象となります。

〔控除額〕　課税係におたずねください。　

　医療費控除
　明細書が必要です

　領収書は不要です

 あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、あなたが前年中に支払った医療費が控除の対象とな
ります。

〔控除額〕（支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額）－(次の①②のいずれか少ない金額）
　　　　　　　              　 　①１０万円　　②総所得金額等の５％　　　　　　 （２００万円限度）

医療費控除の特例
（セルフメディケーション税制）

明細書が必要です

領収書は不要です

 あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、あなたが前年中に支払った特定一般用医薬品等の購
入費用が控除の対象となります。

〔控除額〕（特定一般用医薬品等購入費 - 保険金などで補てんされた金額）-１２，０００円　（８万８千円限度）

  ※この特例の適用を受ける場合、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。

※健康保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必要です。

基 礎 控 除

合計所得金額

2,400万円以下

基礎控除額

43万円

29万円

15万円

適用なし2,500万円超

2,400万円超　2,450万円以下

2,450万円超　2,500万円以下
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所得金額調整控除
以下枠内の１、２に該当する方は一定の金額を給与所得から控除できます。

１　給与等の収入金額が850万円を超え、以下のいずれかに該当する方
　　ア 申告者本人が特別障害者
　　イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
　　ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

　　※共働きの世帯で、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、夫婦双方で所得金額調整控除が適用できます。

算出式　（給与等の収入金額〔1,000万円限度〕－850万円）×10％＝所得金額調整控除額

≪申告書の書き方≫
　最初に、申告書第二表以下の欄を記入

２　給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が１０万円を超える方

≪申告書の書き方≫
　申告書第一表右側の「２所得金額欄」　給与⑥と雑 公的年金等⑦ を記入するための計算

　　　例 ）　65歳以上で給与収入120万円と公的年金等収入115万円の方の場合

　　・上記枠内イ、ウにあてはまる方（複数名いる場合は、どなたか一名のみ）の氏名、生年月日等を記入してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※１円未満の端数があるときは、端数を切り上げます。

算出式  ①給与所得控除後の給与等の金額〔10万円限度〕

           ②公的年金等に係る雑所得の金額〔10万円限度〕

           ③　① ＋ ② － １０万円 ＝所得金額調整控除額

次に、申告書第一表右側の「２所得金額」欄　給与⑥　を記入するための計算　

例 ）　給与収入950万円の場合

(１) ４ページ「給与所得」の「◎所得の計算式」から給与収入を給与所得に換算
9,500,000 － 1,950,000 ＝ 7,550,000　 7,550,000円　が給与所得（所得金額調整控除前）

(２) 所得金額調整控除額を算出
（9,500,000 － 8,500,000） × 10％ ＝ 100,000　➜　100,000円　が所得金額調整控除額　　

(３) 給与所得から所得金額調整控除額を引く
7,550,000 － 100,000 ＝ 7,450,000　➜　7,450,000円　  が給与所得（所得金額調整控除後）

7,450,000　を申告書第一表右側の「２所得金額」　給与⑥へ記入　してください。

例 ）　65歳以上で給与収入120万円と公的年金等収入115万円の方の場合

(１) ４ページ「給与所得」の「◎所得の計算式」から給与収入を給与所得に換算

1,200,000 － 650,000 ＝ 550,000　　➜　550,000円　が給与所得（所得金額調整控除前）…(ア)

(２) 5ページ「公的年金等の雑所得」の「◎所得の計算式」から公的年金等収入を公的年金等に係る雑所得に換算

1,150,000 － 1,100,000 ＝50,000　　➜　50,000円　が公的年金等に係る雑所得…(イ)

50,000　を申告書第一表右側の「２所得金額」　雑 公的年金等⑦へ記入　してください。

(３) 所得金額調整控除額を算出

給与所得(ア)（10万円を超えているため、上限の10万円）と公的年金等に係る雑所得(イ)を足し、10万円を引く

（100,000 ＋ 50,000） － 100,000 ＝ 50,000　➜　50,000円　が所得金額調整控除額…(ウ)　　
(４) 給与所得から所得金額調整控除額を引く　　(1)と(3)で算出した数字です。　

550,000(ア) － 50,000(ウ) ＝ 500,000　➜　500,000円　が給与所得（所得金額調整控除後）

500,000　を申告書第一表右側の「２所得金額」　給与⑥へ記入　してください。

明・大・昭 ・ ・平・令　　

明・大・昭 ・ ・平・令　　

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　　□障害者
□38万円以上の支払　

明・大・昭
平・令　　

あなたが該当するときに、〇を付けてください。 障害者　未成年者　寡婦　ひとり親 作成税理士氏名
「扶養親族等の数」欄には、同一生計配偶者・扶養親族の数を記入してください。

電　話　番　号 ( )

扶養親族等の数 　支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。ただし、認定特定
非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附
金については、上欄に記入せず、 別途「寄附金税額控除申告書(二)」を提出してください。 (特別）特定取得

15 中央区外に住所のある人で区内に事務所・事業所・家屋敷がある人の記入欄
17 住宅借入金等特別税
額控除種類 物件所在地 都道府県、市区町村分

（特例控除対象）

□人円

事務所・事業所・家屋敷
東京都共同募金会、日赤支部分・都道府県、

市区町村分（特例控除対象以外） 住宅借入金等特別税額控除可能額

条例指定分
都県府道

名称（屋号）
市区町村 居住開始年月日

前年中の所得の金額（分離譲渡所得の場合は特別控除前の金額）

14 所得金額調整控除に関する事項

続柄 特別障害者に
該当する場合

別居の場合
の住所

生年
月日

級
・　　・

度

　□ 他道府県の事務所等

13 別居の扶養親族等に関する事項

1 個人
番号

個人
番号

個人
番号

住所 国外
居住

国外
居住

国外
居住3 住所

2 住所

2
続柄 事業用資産

の譲渡損失
など

資産の種類
円

損失額、被災損失額（白）

前年中の開廃業
開始  ・  廃止所得税における青色申告の承認の有無 承認あり・承認なし
　　　月　 　日

氏名
損益通算の特例適用
前の不動産所得個人

番号
従事
月数

従事
月数

11 事業専従者に関する事項 12 事業税に関する事項

1

フリ
ガナ

氏名
個人
番号

フリ
ガナ

氏名

フリ
ガナ

氏名

フリ
ガナ

氏名

フリ
ガナ

続柄 専従者給与
（控除）額

専従者給与
（控除）額

非課税所得など
所得金額

生年
月日

大昭
平令

大昭
平令

生年
月日

円

円

一時 ハ
右上のイの金額を第一表のコに、ロの金額を第一表のサに、ハの金額を第一表のシに記入してください。
右のニの金額を第一表の⑪の所得金額欄へ記入してください。

ニ
合計  イ＋[(ロ＋ハ)×1/2]

所得金額
（差引金額―特別控除額）

総合譲渡
短期 イ円 円 円 円
長期 ロ

名称 電話　　　（　　　）

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項
収入金額 必要経費 差引金額

（収入金額―必要経費） 特別控除額

円

合計
９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項勤務先

所在地 種　目 支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等 収入金額
名称 電話　　　（　　　）

円 円勤務先
所在地

・
・

賞与 国外株式等に係る外国所得税額

必要経費

・ 円 円

・

必要経費 青色申告特別控除額

８ 配当所得に関する事項
配当所得の種類 支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等 支払確定年月

第
二
表

健康保険

源泉徴収票がない場合又は特定支出控除
の適用がある場合は記入してください。６ 給与所得の内訳 ７ 事業・不動産所得に関する事項　

　年 月額 特定支出
（明細書添付）

支払保険料
所得の種類 支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

円円 円 円 円 円 円 円

収入金額年金 雇用保険

収入金額

必要経費

合計額

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　　□障害者
□38万円以上の支払　
□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　　□障害者
□38万円以上の支払　

氏名
個人
番号

フリ
ガナ

16 寄附金に関する事項

大昭
平令
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１ 寄附金控除
　　都道府県または市区町村への寄附金（ふるさと納税）、東京都共同募金会および日本赤十字社東京都支部へ
　　の寄附金、東京都条例または中央区条例で指定した団体に対する寄附金について、次の(1)、(2)の合計額が
　　所得割の額から控除されます。

算出式

≪申告書の書き方≫

申告書二表

　「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用される方へ

　・ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、都道府県や市区町村への寄附をした場合の税務申告手続きを
　 簡素化する制度です。

　・ワンストップ特例制度を申請された場合でも、確定申告や特別区民税・都民税の申告をしたり、5箇所を
　 超える地方自治体に寄附した場合には、その申請は無効となります。
　・確定申告や特別区民税・都民税の申告をする際には、寄附金を合わせてご申告いただかないと寄附金

　 控除が適用されません。

　　確定申告で寄附金控除を受ける方へ

　・確定申告書の第二表下部「住民税に関する事項」に寄附区分ごとに寄附した金額を必ずご記入ください。

２ 住宅借入金等特別税額控除　※確定申告または年末調整にてご申告ください。

　　所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で所得税から控除しきれなかった額がある場合に、一定の
　　計算方法により所得割の額から控除されます。

 特別区民税・都民税が課税されない方

　(1) 均等割と所得割が課税されない方
　　　・１月１日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
　　　・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年中の合計所得金額が１３５万円以下の方

　(2) 均等割が課税されない方
　　　・前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方

　①　扶養親族等のない方　４５万円
　②　扶養親族等のある方　３５万円×(同一生計配偶者＋扶養親族数＋１)＋１０万円＋２１万円

　(3) 所得割が課税されない方
　　　・前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方

　①　扶養親族等のない方　４５万円
　②　扶養親族等のある方　３５万円×(同一生計配偶者＋扶養親族数＋１)＋１０万円＋３２万円

税額控除

➜ 東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部、都道府県・市区町村
（特例控除対象以外のふるさと納税）へ寄附した金額

➜ 都道府県・市区町村へ寄附した金額（特例控除対象のふるさと納税）

➜ 東京都が条例で指定した団体へ寄附した金額

➜ 中央区が条例で指定した団体へ寄附した金額

※災害義援金はふるさと納税として取り扱いますので、「都道府県、市区町村分（特例控除対象）」欄に記入して
ください（ただし、最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されるものに限ります）。

明・大・昭 ・ ・平・令　　

明・大・昭 ・ ・平・令　　

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　　□障害者
□38万円以上の支払　

明・大・昭
平・令　　

あなたが該当するときに、〇を付けてください。 障害者　未成年者　寡婦　ひとり親 作成税理士氏名
「扶養親族等の数」欄には、同一生計配偶者・扶養親族の数を記入してください。

電　話　番　号 ( )

扶養親族等の数 　支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。ただし、認定特定
非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附
金については、上欄に記入せず、 別途「寄附金税額控除申告書(二)」を提出してください。 (特別）特定取得

15 中央区外に住所のある人で区内に事務所・事業所・家屋敷がある人の記入欄
17 住宅借入金等特別税
額控除種類 物件所在地 都道府県、市区町村分

（特例控除対象）

□人円

事務所・事業所・家屋敷
東京都共同募金会、日赤支部分・都道府県、

市区町村分（特例控除対象以外） 住宅借入金等特別税額控除可能額

条例指定分
都県府道

名称（屋号）
市区町村 居住開始年月日

前年中の所得の金額（分離譲渡所得の場合は特別控除前の金額）

14 所得金額調整控除に関する事項

続柄 特別障害者に
該当する場合

別居の場合
の住所

生年
月日

級
・　　・

度

　□ 他道府県の事務所等

13 別居の扶養親族等に関する事項

1 個人
番号

個人
番号

個人
番号

住所 国外
居住

国外
居住

国外
居住3 住所

2 住所

2
続柄 事業用資産

の譲渡損失
など

資産の種類
円

損失額、被災損失額（白）

前年中の開廃業
開始  ・  廃止所得税における青色申告の承認の有無 承認あり・承認なし
　　　月　 　日

氏名
損益通算の特例適用
前の不動産所得個人

番号
従事
月数

従事
月数

11 事業専従者に関する事項 12 事業税に関する事項

1

フリ
ガナ

氏名
個人
番号

フリ
ガナ

氏名

フリ
ガナ

氏名

フリ
ガナ

氏名

フリ
ガナ

続柄 専従者給与
（控除）額

専従者給与
（控除）額

非課税所得など
所得金額

生年
月日

大昭
平令

大昭
平令

生年
月日

円

円

一時 ハ
右上のイの金額を第一表のコに、ロの金額を第一表のサに、ハの金額を第一表のシに記入してください。
右のニの金額を第一表の⑪の所得金額欄へ記入してください。

ニ
合計  イ＋[(ロ＋ハ)×1/2]

所得金額
（差引金額―特別控除額）

総合譲渡
短期 イ円 円 円 円
長期 ロ

名称 電話　　　（　　　）

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項
収入金額 必要経費 差引金額

（収入金額―必要経費） 特別控除額

円

合計
９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項勤務先

所在地 種　目 支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等 収入金額
名称 電話　　　（　　　）

円 円勤務先
所在地

・
・

賞与 国外株式等に係る外国所得税額

必要経費

・ 円 円

・

必要経費 青色申告特別控除額

８ 配当所得に関する事項
配当所得の種類 支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等 支払確定年月

第
二
表

健康保険

源泉徴収票がない場合又は特定支出控除
の適用がある場合は記入してください。６ 給与所得の内訳 ７ 事業・不動産所得に関する事項　

　年 月額 特定支出
（明細書添付）

支払保険料
所得の種類 支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

円円 円 円 円 円 円 円

収入金額年金 雇用保険

収入金額

必要経費

合計額

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　　□障害者
□38万円以上の支払　
□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　　□障害者
□38万円以上の支払　

氏名
個人
番号

フリ
ガナ

16 寄附金に関する事項

大昭
平令

(1)  {寄附金の合計額（総所得金額等の30％を上限）－2,000円}×10％（特別区民税6％、都民税4％）
(2) （都道府県、市区町村に対する寄附金－2,000円）×{90％－（所得税の限界税率）×1.021}
　　(2)の控除額は所得割の20％が限度となります。（ただし一定の条件を除く）

※(2)の控除額について、平成25年分から国税での復興特別所得税の課税に伴い、平成26年度から
令和20年度まで復興特別所得税（2.1％）分に対応する率を減ずる調整がされます。
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中央区長

提出年月日

現　住　所

氏　　名

⑬
社会保険料
控　　　除

社会保険の種類

合　　　　　計

支払った保険料

計の料険保命生旧計の料険保命生新

営　業　等

農　　　業

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

不　動　産

利　　　子

配　　　当

給　　　与

営　業　等

農　　　業

不　動　産

利　　　子

配　　　当

給　　　与

総合譲渡・一時

合　　　　　計

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寡婦、ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

配偶者（特別）控除

扶　養　控　除

特定親族特別控除

基　礎　控　除

雑　損　控　除

公的年金等

業　　　務

そ　の　他

短　　　期

長　　　期

公的年金等

業　　　務

そ　の　他
合計

（⑦＋⑧＋⑨）

小規模企業
共済等掛金控除

⑬から㉕までの
計

合　　　　　計
（㉖＋㉗＋㉘）

医療費控除 区分 □

一　　　時

新個人年金保険料の計

介護医療保険料の計

地震保険料の計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

損 害 の 原 因

損 害 金 額

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補てんされる金額

損害年月日

保険金などで補てんされる金額

損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額

円

円

円

円

円

円

円

円

円円円

円 円

万円

円

円

⑮
生命保険料
控　　　除

⑯

除控生学労勤　□⑲⑱⑰ □寡婦控除
□ 死別　□ 生死不明
□ 離婚　□ 未帰還

同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く。）□

□ひとり親
　控　　除

（学校名）

身・精・愛・他

身・精・愛・他

⑳

㉑～㉒

㉓

㉔

除
控
別
特
族
親
定
特
・
除
控
養
扶

　１

　入

　収

　金

　額

等

　事

業

　事

雑

業

雑

渡
譲
合
総

　２

　得

　所

　金

額

　４

額
金
る
れ
か
引
し
差
ら
か
得
所

族
親
養
扶
の
満
未
歳
６
１

）
外
象
対
除
控
（

⑰～⑲

地震保険料
控　　　除

障　害　者
控　　　除

㉗
雑損控除

㉘
医療費控除

寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除

氏名

者
偶
配

続柄

特親

続柄

特親

続柄

特親

続柄

特親

１

１

障害
の
程度

級
度

個人番号

生年月日 ・　　・

・　・

配偶者の
合計所得金額

配偶者控除・
配偶者特別　
控除・同一生
計 配 偶 者

３　所得から差し引かれる金額に関する事項

生年
月日 続柄

表
一
第整理番号

業種又は職業

電話番号

個人番号
フリガナ

フリガナ

１月１日現在
の住所

世帯主の
氏名

年 月 日

氏名２

障害
の
程度

級
度

個人番号

個人番号

生年
月日

同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリガナ

フリ
ガナ 大・昭・平

大・昭
平

氏名

フリ
ガナ

名
氏

個人
番号

万円

２
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリ
ガナ

名
氏

万円

３
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリ
ガナ

名
氏

万円

４
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

控除額

フリ
ガナ

名
氏

柄
続

１
・　・

・　　　・

生年
月日

同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

フリ
ガナ

名
氏

柄
続

２
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

□同居
□別居

フリ
ガナ

名
氏

柄
続

３
・　・生年

月日
同居・
別居の
区　分

扶養控除
額の合計

別居の扶養親族等がいる場合には、第二表「13」に氏名、
個人番号及び住所を記入してください。

当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に〇を記入してください。

地方税法附則第４条の５の規定の適用を選択する場合には、
「医療費控除」欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

5　給与・公的年金等に係る所得以外（令和８年 4月 1日において
　  65 歳未満の方は給与所得以外）の特別区民税・都民税の納税方法

「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する
個人番号をいう。）を記載してください。

□　給与から差引き（特別徴収）
□　自分で納付（普通徴収）

番
受 付 転 記

身

□同居
□別居

フリ
ガナ

名
氏

⑰～⑱

⑲～⑳

㉑～㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

平・令

大・昭
平

平・令

大・昭
平

平・令

大・昭
平

万円

令和８年度分　特別区民税都民税申告書

         　特別区民税・都民税申告書を提出していただく際に
         　ご自分の「控え」としてお使いください。控


